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和歌山県立医科大学 
 

平成２３年７月 



Ⅰ．動物実験に関する組織 

１，機関内規程 

１） 評価結果 

■ 基本指針に適合する機関内規程が定められている。 

□ 機関内規程は定められているが、一部に改善すべき点がある。 

□ 機関内規程が定められていない。 

２） 自己点検の対象とした資料 

「和歌山県立医科大学における動物実験等の実施に関する規程」 

「和歌山県立医科大学動物実験施設利用規程」 

３） 評価結果の判断理由（改善すべき点があれば明記する） 

① 機関内規程が定められている。 

② 関連法規に則っている。 

③ 研究機関の長の責務について定められている。 

④ 動物実験委員会について定められている。 

⑤ 動物実験の実施方法について定められている。 

⑥ 実験動物の飼養及び保管について定められている。 

⑦ 動物実験等の実施施設及びその維持管理について定められている。 

⑧ 教育訓練について定められている。 

⑨ 基本指針への適合性に関する自己点検・評価及び検証について定められている。 

⑩ 情報公開について定められている。 

⑪ 動物実験の適正な実施のための細則、内規が定められている。 

４） 改善の方針、達成予定時期 

 特に改善を要するところはない。 

 

 

２．動物実験委員会 

１） 評価結果 

■ 基本指針に適合する動物実験委員会が置かれている。 

□ 動物実験委員会は置かれているが、一部に改善すべき点がある。 

□ 動物実験委員会は置かれていない。 

２） 自己点検の対象とした資料 

「和歌山県立医科大学における動物実験等の実施に関する規程」 

３） 評価結果の判断理由（改善すべき点があれば明記する） 

動物実験委員会は、「和歌山県立医科大学における動物実験等の実施に関する指針」に基

づき設置されており、平成 16 年 4 月から動物実験計画の審査を行っている。 

４） 改善の方針、達成予定時期 

特に改善を要するところはない。 

 

３．動物実験の実施体制 

（動物実験計画の立案、審査、承認、結果報告の実施体制が定められているか？） 

１） 評価結果 

■ 基本指針に適合し、動物実験の実施体制が定められている。 

□ 動物実験の実施体制は定められているが、一部に改善すべき点がある。 

□ 動物実験の実施体制は定められていない。 

２）  自己点検の対象とした資料 

「和歌山県立医科大学における動物実験等の実施に関する規程」 



３） 評価結果の判断理由（改善すべき点があれば明記する） 

動物実験計画書については、「和歌山県立医科大学における動物実験等の実施に関する規

程」に定められている。 

動物実験は、動物実験計画を学長に申請し、承認を得なければ、実施できない。動物実験計

画は、動物実験委員会で審査が行われ、動物実験の終了後は、動物実験結果報告書により学

長に報告することも定められている。 

４） 改善の方針、達成予定時期 

特に改善を要するところはない。 

 

４．安全管理に注意を要する動物実験の実施体制 

（遺伝子組換え動物実験、感染動物実験等の実施体制が定められているか？） 

１） 評価結果 

■ 基本指針に適合し、安全管理に注意を要する動物実験の実施体制が定められている。 

□ 安全管理に注意を要する動物実験の実施体制は定められているが、一部に改善すべき点

がある。 

□ 安全管理に注意を要する動物実験の実施体制は定められていない。 

□ 該当する動物実験は、行われていない。 

２） 自己点検の対象とした資料 

安全管理に注意を要する動物実験に関連する規程等は次のとおり。 

「和歌山県立医科大学における動物実験等の実施に関する規程」 

「動物実験施設利用細則」 

「和歌山県立医科大学医学部ラジオアイソトープ実験施設放射線障害予防規程」 

「和歌山県立医科大学研究用微生物安全管理規程」 

「和歌山県立医科大学遺伝子組換え実験安全管理規程」 

３） 評価結果の判断理由（改善すべき点があれば明記する） 

規程等により安全管理に注意を払うべき実験について規定されており、それに基づいて実

施されている。 

４） 改善の方針、達成予定時期 

 特に改善を要するところはない。 

 

５．実験動物の飼養保管の体制 

（機関内における実験動物の飼養保管施設が把握され、各施設に実験動物管理者が置かれてい

るか？） 

１） 評価結果 

■ 基本指針や実験動物飼養保管基準に適合し、適正な飼養保管の体制である。 

□ 概ね良好であるが、一部に改善すべき点がある。 

□ 多くの改善すべき問題がある。 

２） 自己点検の対象とした資料 

「和歌山県立医科大学における動物実験等の実施に関する規程」 

承認された飼養保管施設申請書 

３） 評価結果の判断理由（改善すべき点があれば明記する） 

飼養保管施設は「和歌山県立医科大学における動物実験等の実施に関する規程」に規定さ

れ、適切な管理がなされ、かつ実験動物管理者が置かれている。 

 本学では、承認された飼養保管施設以外の場所で飼育していることはない。 

４） 改善の方針、達成予定時期 

 特に改善を要するところはない。 



 

６．その他（動物実験の実施体制において、特記すべき取り組み及びその点検・評価結果） 

特にない。 

 

Ⅱ．実施状況 

１．動物実験委員会 

（動物実験委員会は、機関内規程に定めた機能を果たしているか？） 

１） 評価結果 

■ 基本指針に適合し、適正に機能している。 

□ 概ね良好であるが、一部に改善すべき点がある。 

□ 多くの改善すべき問題がある。 

２） 自己点検の対象とした資料 

①動物実験計画書及び動物実験結果報告書（資料２） 

②飼養保管施設設置申請書、実験室設置申請書（資料２） 

③動物実験施設の記録等（資料４） 

３） 評価結果の判断理由（改善すべき点があれば明記する） 

① 全ての動物実験計画の審査を行い、必要に応じて助言指導を行っている。 

② 全ての動物実験責任者が動物実験計画の実施状況に関する報告を提出し、必要に応じ

て助言指導している。 

③ 全ての飼養保管施設及び動物実験のための実験室について申請が出され、審査を行

い、承認されている。 

④ 全ての飼養保管施設に対し、必要に応じて助言指導がなされている。 

⑤ 動物実験実施者には、利用講習会（教育訓練を兼ねる）を行っている。 

⑥ 自己点検評価のため「動物実験に関する現況調査票」及び「動物実験に関する自己点

検・評価報告書」(本報告書)が作成されている。本報告書を元に情報公開の予定である。 

⑦ 適正な動物実験の実施に必要な活動が適宜行われている。 

４） 改善の方針、達成予定時期 

 情報公開については、平成２３年度中に実施予定である。 

 

２．動物実験の実施状況 

（動物実験計画の立案、審査、承認、結果報告が実施されているか？） 

１） 評価結果 

■ 基本指針に適合し、適正に動物実験が実施されている。 

□ 概ね良好であるが、一部に改善すべき点がある。 

□ 多くの改善すべき問題がある。 

２） 自己点検の対象とした資料 

①動物実験計画書及び動物実験結果報告書 

②動物実験計画の実施状況に関する報告 

３） 評価結果の判断理由（改善すべき点があれば明記する） 

①動物実験計画書の立案、審査、承認に関しては全ての書類が揃い、的確に処理されてい

る。 

②動物実験結果報告書等の提出が、遅れることがあるのでそれらを的確に指導し提出を促

す。現在のところ、全ての結果報告書が揃っている。 

③毎年「動物実験計画の実施状況に関する報告」書を提出させ、実験責任者の動向を把握

している。 



４） 改善の方針、達成予定時期 

特に改善を要するところはない。 

 

３．安全管理を要する動物実験の実施状況 

（当該実験が安全に実施されているか?） 

１） 評価結果 

■ 基本指針に適合し、当該実験が適正に実施されている。 

□ 概ね良好であるが、一部に改善すべき点がある。 

□ 多くの改善すべき問題がある。 

□ 該当する動物実験は行われていない。 

２） 自己点検の対象とした資料 

①提出された動物実験計画書及び動物実験結果報告書 

②提出された飼養保管施設設置申請書、実験室設置申請書 

③動物施設のマニュアル、規則類 

④動物実験施設の運営状況に関する資料 

３） 評価結果の判断理由（改善すべき点があれば明記する） 

 動物実験計画の段階で、遺伝子組換え実験計画の承認・申請内容書類、感染実験の内容、

毒劇物など危険な薬剤及びラジオアイソトープの使用の有無、それらの安全対策など全てに

ついてチェックしている。また、実施段階においては、実験実施者と協議しながら安全管理

に努めている。 

 

 ４） 改善の方針、達成予定時期 

 特に改善事項はない。 

 

４．実験動物の飼養保管状況 

（実験動物管理者の活動は適切か？ 飼養保管は飼養保管手順書等により適正に実施されてい

るか？） 

 １） 評価結果 

■ 基本指針や実験動物飼養保管基準に適合し、適正に実施されている。 

□ 概ね良好であるが、一部に改善すべき点がある。 

□ 多くの改善すべき問題がある。 

 ２） 自己点検の対象とした資料 

①動物施設のマニュアル、規則類 

②動物実験施設の記録等 

 ３） 評価結果の判断理由（改善すべき点があれば明記する） 

各種のマニュアル類が揃っており、飼育管理日誌等の記録が適正に残されている。また、

微生物モニタリングを定期的に行っている。 

 ４） 改善の方針、達成予定時期 

 特に改善を要する事項はない。 

 

５．施設等の維持管理の状況 

（機関内の飼養保管施設は適正な維持管理が実施されているか？ 修理等の必要な施設や設備

に、改善計画は立てられているか？） 



１） 評価結果 

□ 基本指針や実験動物飼養保管基準に適合し、適正に維持管理されている。 

■ 概ね良好であるが、一部に改善すべき点がある。 

□ 多くの改善すべき問題がある。 

２） 自己点検の対象とした資料 

動物実験施設の記録等（飼育日誌、温湿度記録表、修理の記録、機器・消耗品在庫リスト） 

３） 評価結果の判断理由（改善すべき点があれば明記する） 

一部の飼育室においては、空調設備の関係から必ずしも十分な温度管理ができていない。

また、湿度においても空調設備の限界もあり、多湿寡湿になることがある。 

故障等については、その都度適正に修理が行われている。 

床のエポキシ樹脂塗装が剥がれているところが目立っていたが、平成 21 年 9 月に塗り直し

工事を行った。 

４） 改善の方針、達成予定時期 

 温湿度のコントロールは必ずしも完璧な状態ではないが、設備を改善するには、多大な予

算、場合によっては新たな装置を設置するためのスペースを必要とするため、また必ずしも

飼育に支障が出るほどのものではないので、差し当たり現状どおり運営する。 

 

６．教育訓練の実施状況 

（実験動物管理者、動物実験実施者、飼養者等に対する教育訓練を実施しているか？） 

１）評価結果 

■ 基本指針や実験動物飼養保管基準に適合し、適正に実施されている。 

□ 概ね良好であるが、一部に改善すべき点がある。 

□ 多くの改善すべき問題がある。 

２）自己点検の対象とした資料 

① 動物実験施設利用講習会資料 

② 飼育員対象のＭｅｅｔｉｎｇ等資料 

③ 実験動物管理者の自己研鑽の資料 

３）評価結果の判断理由（改善すべき点があれば明記する） 

（１） 動物実験実施者対象の教育訓練 

実験動物実施者に対しては、全員が利用講習会（教育訓練）を受講している。 

（２） 飼育員対象の教育訓練 

飼育員に対しては、実験動物管理者より毎週 1 回の meeting 等において、教育訓練を行っ

ている。 

（３） 実験動物管理者の自己研鑽 

実験動物管理者は、日本実験動物学会、公私立大学実験動物施設協議会等に参加し、研鑽

及び情報収集をしている。 

４）改善の方針、達成予定時期 

特に改善を要する事項はない。 

 

７．自己点検・評価、情報公開 

（基本指針への適合性に関する自己点検・評価、関連事項の情報公開を実施しているか？） 

１） 評価結果 

□ 基本指針や実験動物飼養保管基準に適合し、適正に実施されている。 

■ 概ね良好であるが、一部に改善すべき点がある。 

□ 多くの改善すべき問題がある。 

２） 自己点検の対象とした資料 

「動物実験に関する現況調査票」 

「動物実験に関する自己点検・評価報告書」(本報告書) 



３） 評価結果の判断理由（改善すべき点があれば明記する） 

 基本的な資料は揃っており、動物実験基本指針等に則り運営しているが、これまで自己点

検・評価及び情報公開は行っていなかった。今回作成した資料により積極的に自己点検・評

価並びに情報公開をして行きたい。 

４） 改善の方針、達成予定時期 

 情報公開については、「動物実験に関する現況調査票」及び「動物実験に関する自己点

検・評価報告書」(本報告書)を元に情報公開をする予定である。 

 

８．その他 

（動物実験の実施状況において、機関特有の点検・評価事項及びその結果） 

本学は、委員会・動物施設からの助言・指導、要望に対し、かなり動物実験実施者の協力

が得られており、良好な運営、動物実験を推進できていると思われる。この状況を維持し、

動物実験実施者、飼養者、管理者が一体となって、３Ｒに基づく適正な動物実験を行ってい

きたい。 

 

 


